
千葉県三番瀬再生計画（基本計画）素案に対する県民からの意見（修正等の意見） 

                                              平成１７年５月１８日（敬称略） 

頁 意  見  の  内  容 Ｎｏ 提案者 

１ 

 

 

 

 

「はじめに」 

「三番瀬は千葉県の宝です。埋立てなど、陸側の負荷をうけてかつての豊かさは減少しては

いても、大都市近郊にあって、いまなお豊かな生物を有する貴重な干潟・浅海域です。 

千葉県では、平成１６年１月２２日に三番瀬再生計画検討会議(円卓会議)からいただいた『三

番瀬再生計画案』をもとに、かっての干潟を取り戻し、生物多様性を確保し、高い水質浄化機

 

 

 

 

 

 

星野 亘良 

 

 

 

資料Ｎｏ．２－２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能やアサリ、カレイ、ノリ等を育む豊かで安定した漁場を持ち、水鳥類の中継地や人と自然が

ふれあう水辺空間としての三番瀬の再生を目指し、その恵みを次世代へと引き継いでいくこと

とし、この『千葉県三番瀬再生計画』(基本計画)を定めます。なお、『再生に向けて講ずべき

施策』と係る事業については、県が主体となって実施する事業を中心に『再生計画（事業計画)』

として取りまとめることとします。） 

 

１ぺ一ジの文章に３ぺ一ジの記述を取リ込んでいます。３ぺ一ジは修正して下さい。 

 

（理由） 

○素案のような解説風でなく、三番瀬の保全・再生への千葉県の決意を意気高く示していただ

きたい。 

〇三番瀬のプラスイメージ、素晴らしさを前面に出していただきたい。 

〈素案全体をとおして、「かつての・・・失われた」という表現が目につきます。残っている

ものの貴重さを前面に出してほしい。) 
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  １ 「はじめに」 

  事業計画の提出の仕方、討議のあり方という点で原則を立てていただきたい。 

   それは、この前の航路計画に対する審議の中でちょっと不安に思ったことですが、一つの

計画の影響は非常に多岐に及ぶわけです。それに対するコストベネフィットはどうかとか、

いろいろな問題が出てくる。そういったことをきちんと検討していくためには、計画案は必

ず複数案出していただきたい。【第4回三番瀬再生会議における発言】 

 

大浜 清 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章第１節 背景 

（１３行目） 

 「これらにより自然環境の悪化が起こりました」のあとに 

《一方、猫実川河口域は泥質域で、アナジャコなどの生物が高い密度で生息している唯一の

場所です。また、その周辺に生息する生き物が、魚類を中心とする食物連鎖において重要な

役割を果たし、三番瀬の生物生産において大きな役割を果たしている》 

を挿入して下さい。 

（理由） 

 このことは、「計画案」ｐ．３５にも書かれています。現状にふれてほしいのです。 

＊ 泥干潟は現在の技術を持ってしても、造成することは困難です。泥干潟の重要性を明記し

て下さい。 

 

  

牛野くみ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （１４行目） 

  「その後、開発から自然との共生へと人々の価値観が変わっていく時代の中で、」を削除し、

「その間、市民の側でも埋立てに反対する署名運動（累計３０万名超）や三番瀬の環境や都市

のあり方に関わる運動が活発に行われていました。これらを受けて、２００１年（平成１３年）、

千葉県民は、三番瀬の埋立計画を白紙に戻し三番瀬の再生を図ることを掲げた堂本暁子氏を知

事に選出しました。その結果、」を追加する。 

  理由 市民意見でも出されていたように「埋立て中止をもたらした動き」を、簡潔に記述す

べきである。 

 

  

今関 一夫 
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５ 基本計画の構成 

「第２節 基本方針」として次の文を挿入し、現第２～５節を第３～６節とする。 

第２節 基本方針 

     基本計画は、次の方針のもとに策定する。 

  １．現在の三番瀬の豊かな・優れた生物相・生態系をまず保全する。 

  ２．三番瀬の再生のために、過去に損なわれた干潟を中心とした三番瀬の生態系その他の自

然環境をできる限り復原する。 

  ３．三番瀬の豊かな自然環境を活かし、人々が様々な方法で自然に触れ、保全・再生・学習

の場として利用する。 

理由 「第1章 三番瀬の再生に関する施策についての基本的な方針」として、「第1章背景」

～「第５章 計画・交流区域」では、「基本的な方針」が欠落しているので、追加する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

今関 一夫 

５ 

 

 

 

 

 

 

第１章第２節 再生の目標 

（1行目） 

「三番瀬の再生のための長期目標として『生物多様性の回復』『海と陸との連続性の回復』」

とありますが、 

《三番瀬の再生には「海域をこれ以上狭めない」ことを原則として、かつての干潟を中心と

した三番瀬の環境をできる限り復活するなど、そのために「生物種や環境の多様な回復」「海

と陸との連続性の回復」》 

にしてください。 

 

  

牛野くみ子 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

第１章第２節 再生の目標 

「２ 海と陸との連続性の回復」 

「現在残っている干潟は保全するという原則」を「現在残って砂質・泥質干潟と浅海域はすべ

て保全するという原則」に書き換えるよう要望します。 

 

 

  

沢田 文夫 
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  ５  第１章第２節 再生の目標 

「３ 環境の持続性と回復力の確保」 

 ４行目の「取り組むととともに」のあとに「浚渫窪地の埋め戻し」を追加する。 

理由 青潮発生の主原因として、「浚渫窪地の埋め戻し」を明記する必要がある。 

 

今関 一夫 

５ 

 

 

 

第１章第２節 再生の目標 

「４ 漁場の生産力の回復」 

（２行目） 

「漁業者の経験的知見をいかした中で・・・」に「科学的知見」を挿入して下さい。 

 

  

牛野くみ子 

 

 

７ 

 

 

 

第１章第３節 再生にあたっての進め方 

「１ 順応的管理及び漁業者の経験的な知見の活用」についてを「１ 順応的管理」とし、

「及び漁業者の経験的な知見の活用」を削除していただきたい。 

 

  

星野 亘良 

 

１３ 

 

 

 

 

 

 

第２章第２節 生態系鳥類 

第２章第９節(ｐ．２５)の冒頭に記されている次の文章を、この第２章第２節に移す。 

「かつての豊かさはありませんが、多様な自然環境が残され、多くの生物が生息しています。

このことから、これらを損なうことなく保全していく必要があるとともに、かつての自然環境

の再生に取り組み、次世代に引き継いでいく必要があります。」 

さらにこの節では、市民調査で明らかになった猫実川河口の泥質干潟の豊かな生態系の保全

にも触れるよう望みます。 

 

  

沢田 文夫 

 

 

１５  第２章第３節 漁業 

  １４行「漁業基盤の整備等」は、削除する。 

理由 内容が不明で、三番瀬再生計画案と千葉県三番瀬再生計画の関係（資料ＮＯ１－３）

の１６頁「左欄」にも、このような記述がない。 

 

  

今関 一夫 
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  １７  第２章第４節 水・底質環境 

１１行「そのため、」のあとに、「浚渫窪地の埋め戻し」を追加する。 

理由 １７頁「素案」９行 「生物多様性の回復及び環境の回復力の確保」のため、「浚渫窪

地の埋め戻し」を追加して明らかにする必要である。 

 

今関 一夫 

１７ 

 

 第２章第５節 海と陸との連続性・護岸 

１１行へ次の文を追加する。「海側の護岸については、アセスメントとモニタリングをしなが

ら進める。」 

理由 海側の護岸について、特に記述されているので、付記する必要がある。 

 

  

今関 一夫 

１９ 

 

 

 

第２章第５節 海と陸との連続性・護岸 

ここでは現在の直立護岸の一部を取り除いて、陸の湿地再生を試みる（たとえば『三番瀬再

生計画案』111頁の図)ことをここで触れていただくよう要望します。 

 

  

沢田 文夫 

２３ 

 

 

 

 

 

 

第２章第７節 海や浜辺の利用 

 このことから、三番瀬をふるさとの海として実感できるよう、人々が親しみ、安全に利用で

きるような取組を進めることが重要ですが、一方、漁業や生態系の保全への配慮を行うことも

重要なので（特に猫実川河口ゾーンは前面に三番瀬で唯一の泥質干潟が広がることから）それ

をふまえて、人が海と親しめる場所や機会の確保、住民参加のもとでの海や浜辺の利用のルー

ルつくりへと取り組んでいきます。 

 

 細田 邦子 
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２５ 第２章第９節 維持・管理 

次の文章を、この第２章第２節に移すよう要望します。（アンダーライン部分） 

 三番瀬は、埋立て等が進み地形や生態系が大きく変化した現在でも、かつての豊かさはあり

ませんが、多様な自然環境が残され、多くの生物が生息しています。このことから、これらを

損なうことなく保全していく必要があるとともに、かっての自然環境の再生に取り組み、次世

代に引き継いでいく必要があります。 

これは自然を相手とする息の長い取り組みとなり、・・・ 

 

  

沢田 文夫 

２６ 第10節 再生・保全・利用のための制度およびラムサール条約への登録促進 

９行「渡ってきます。」のあとに、次の文を追加する。 

   「環境省は、２００４年９月に三番瀬を登録すべき重要湿地５４箇所の一つに挙げ、現在

候補地の選定作業をおこなっています。」 

理由 最近の重要な動きを明記する必要がある。 

 

  

今関 一夫 

第10節 再生・保全・利用のための制度およびラムサール条約への登録促進 

・「関係者の合意のもとでラムサール条約への登録を促進し・・・」を、 

《関係者に積極的に働きかけ、今秋のウガンダでの締約国会議にむけ、登録を目指します」

としてください 

  

牛野くみ子 

 

 

２６ 

 

 

 

 

 

 

 

・「関係者の合意のもとで」を削除または修正する。 

 

 星野 亘良 

 

 

２８  第11節 広報 

１２行へ次の文を追加する。 

「また、三番瀬再生会議等の会議は、公開し、情報公開を進めます。」 

理由 これまでの取り組みを継続するために、明記する必要がある。 

  

今関 一夫 
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千葉県三番瀬再生計画（基本計画）に対する一般県民からの意見 

(その他) 

頁 意  見  の  内  容 Ｎｏ 提案者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生計画の理念を示すだけの素案は、内容が非常に抽象的で具体的に何をしたいのか明らか

ではない。 

しかし、「円卓会議」がまとめた「三番瀬再生計画案」の優れた項目はほとんど盛り込まれ

ていない。 

たとえば 

「猫実川河口域は保全する」 

「市川市塩浜２丁目の現護岸の一部撤去とその陸側区域の湿地化」 

「猫実川の後背地および浦安日出地区後背地の干潟化」 

は完全に無視されている。 

 

反面、「多様であった三番瀬の自然環境の単調化が進んだ」などとあたかも三番瀬の自然が

非常に悪化しているようなイメージで書かれています。（これは先日市民調査により明らかと

なった日本有数の大規模牡蠣礁群の存在や近年のアサリの大漁などむしろ改善傾向にある三

番瀬の現状に反する。） 

 

そして素案の中心は下記のようである。 

「かっての干潟を取り戻す」 

「人と自然とが触れ合う水辺空間として三番瀬の再生を目指す」 

三番瀬から失われた生物が生息できる環境の再生に取り組み、生物多様性の回復を目指す」

つまり、一見耳に心地よいこれらの目的を実現するために人工の干潟を造成したいと言って

いるように読み取れる。（三番瀬再生会議に県が早々と提示した先発事業の内容とも符合して

いる。） 

 

本日、千葉県弁護士会が千葉県知事と環境省宛に「三番瀬のラムサール条約登録」を求める

意見書を提出した旨の新聞報道があったが、この問題についても円卓会議が計画案で「関係者

 古井 利哉 
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の合意を早急に得る」と明確に指針を示しているに関わらず、県が漁業関係者に対して積極的

に働きかけた形跡はまったく認められない。 

 

以上述べたように、このたび県が提示した「三番瀬再生計画素案」は、円卓会議が２年の歳

月をかけて、積み上げた貴重な意見集約を完全に無視するという点で到底受け入れがたい。

また、三番瀬の環境についても現状認識の著しい瑕疵があり、その誤った認識に立った再生

計画が極めて危険であることは論を待たない。（この点については、１９９６年～１９９９年

の県による「補足調査」や最近の市民調査でも三番瀬の豊かな生態系が明らかとなっている。）

 

また県の素案は根本問題として、人工的に自然を再生したり、生物多様性を復活することに

ついての粗雑きわまる過信が垣間見えるのであり、科学的に極めて無謀であり、かつ自然の一

部である人間の著しい思い上がりと言わざるを得ない。 

 

聴くところによれば堂本知事は、計画案を早急に策定し６月の議会に提出したいと述べたそ

うである。 

しかし、かかる粗雑きわまる計画案が、かくも拙速に策定されるとするならば、２年の歳月

と３億円を費やした「円卓会議」をはじめ、沼田知事時代の検討会議や調査に費やした時間と

費用の数々は壮大な浪費といわざるを得ない。 

 

望むべくは、今回の県による素案は一旦白紙撤回し、「円卓会議」の理念に添った形での計

画案を再構築するよう強く要望したい。 

また、三番瀬の環境については最新の情報を漏らすことなく正確公平に評価することが絶対

条件となる。 

 

 

 

 


